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加入者住所の取り扱いについて 
 

 

加入者住所の取り扱いにつきましては、①社会保障・税番号制度の施行に合わせた住所情

報の管理、②事業所と三井健保が管理する住所の統一、③三井健保からの送付物の誤配達の

防止等の観点から下記の取り扱いといたします。 

 

 

記 

 

 １．社会保障・税番号制度の実施に伴い届出いただく住所は、被保険者の住民票の住所と 

   いたします（被扶養者に関する住所の届出は不要です）。 

 ２．新規取得の被保険者の住所は健康保険被保険者資格取得届から取得し、在籍する被保 

   険者の住所は、住所変更届又は毎年 6月に事業所からご提供いただく住所データによ 

   り更新いたします。 

 ３．住所変更は、紙媒体又は電子媒体（電子媒体は事業所用）での届出を受付いたします。 

 ４．住所変更の届出は、お勤めの事業所へご提出ください。 

 ５．三井健保から加入者の皆様への送付物（特定健診の受診券や啓蒙資料等）については、 

   すべて被保険者の住所に送付いたします。 

   なお、被扶養者宛の送付物を被保険者住所に送付する場合は、「親展」にて送付いたし 

   ます。 

以 上 

 

 

 

 

 

            （問合せ先） 

                   三井健康保険組合 適用課 

                       ＴＥＬ ０３－３２４３－１４０４ 


